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不安を抱える妊産婦への支援を強化します 

  

国の令和２年度第２次補正予算を受け、新型コロナウイルス感染症の流行下におい

て、自身のみならず、胎児・新生児の健康等についても大きな不安を抱えて生活する

妊産婦を支援するため、妊産婦総合対策事業を行います。 

 本事業は、令和２年度６月補正予算の成立をもって実施するものです。 

 

 

１ 事業内容 

(1) 不安を抱える妊婦への分娩前のＰＣＲ検査 

不安を抱えるが、無症状の妊婦が、かかりつけの産婦人科医と相談し、本人

が希望する場合、分娩前のＰＣＲ検査費用を助成します。助成額は妊婦１人

につき 20,000 円を 1回を限度に助成します。 

(2) 新型コロナウイルスへの感染が確認された妊産婦に対する寄り添い型支援 

新型コロナウイルスに感染した妊産婦に対し、退院後、助産師や保健師等が、 

定期的な自宅への訪問や電話等により、不安や孤立感の解消、育児技術の提

供など、寄り添った支援を実施します。 

(3) オンラインによる保健指導等の実施 

不安や悩みを抱える妊産婦等に対し、保健師等がタブレット端末を用いて、

画面上で対話をしながら相談・支援を実施します。 

 

 

２ 実施時期 

  予算成立後、速やかに準備を開始 
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